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平成２８年度第３次補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行における

入札・契約業務等の円滑な実施について



平成２８年度第３次補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行については、平成２

９年１月３１日付け国会公第３１４号により事務次官より各地方整備局等あて通知され

ているところであるが、地域における公共工事の品質確保やその担い手の中長期的な確

保・育成とともに、地域企業の活用にも配慮しつつ、早期かつ円滑な執行を図る観点か

ら、このうち記１から記３までの事項については、下記に定めるところによることとす

る。また、北海道開発局においても同様の措置を採ることとする。

記

１．入札・契約手続の効率化等

入札・契約手続の実施に当たっては、「平成２８年度における国土交通省直轄事業

の入札及び契約に関する事務の執行について」（平成２８年４月１日付け国官総第２

号、国官会第１０７号、国地契第１号、国官技第２号、国営管第１号、国営計第１

号、国北予第１号又は平成２８年４月１日付け国官総第２－２号、国官会第１０７－

２号）による他、次の(1)から(3)までにより、事務の改善及び効率化並びに手続に要

する期間の短縮に努めること。

(1) 一括審査方式の積極的活用

総合評価落札方式における企業の技術力審査・評価を効率化するため、提出させ

る技術資料（施工計画及び技術提案を含む。）の内容を同一のものとすることがで

きる一括審査方式を積極的に活用すること。

(2) 総合評価落札方式における提出資料の更なる簡素化

総合評価落札方式の実施に際しては、施工計画及び技術提案を除く評価項目につ

いて、簡易な技術資料により評価値を算定し、評価値が上位の者から詳細な資料の

提出を求めることにより提出資料を簡素化できること。

(3) 入札書及び技術資料の同時提出の取扱い

入札書及び技術資料の同時提出については、「高知県内の入札談合事案を踏まえ

た入札契約手続の見直しの実施について」（平成２６年２月６日付け国地契第６１

号、国官技第２５６号、国営計第１１０号、国北予第３９号）の規定にかかわら

ず、平成２８年度第３次補正予算による工事に適用しなくても差し支えないことと

すること。

２．円滑な事業執行

事業の執行に当たっては、「平成２８年度における国土交通省直轄事業の入札及び

契約に関する事務の執行について」による他、次の(1)から(4)までにより、円滑な事

業執行のための入札及び契約事務の適切な実施に努めること。

(1) 施工時期等の平準化

「施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について」（平成２７年１２月



２５日付け国官総第１８６号、国官会第２８５５号、国地契第４３号、国官技第２

５５号、国営官第３５５号、国営計第７５号、国北予第２５号）に基づき、早期か

つ円滑な事業執行を図るとともに、休日等の不稼働日や準備期間等を考慮した適切

な工期の設定、余裕期間制度の積極的な活用、繰越制度の適切な活用等により、施

工時期等の平準化に努めること。

(2) 関係者間での工事工程の共有

円滑な施工の確保を図るため、請負業者と工事工程を共有し、適切な工期の確保

に努めること。特に、施工中に予期することのできない特別な状態が生じたこと等

により、工期の変更が必要となる場合は、下請業者も含めて工事工程の調整を行う

など関係者間で工事工程の共有を図ること。

(3) 発注見通しの速やかな公表の徹底

平成２８年度第３次補正予算による工事及び建設コンサルタント業務等に係る発

注の見通しについて、円滑な事業執行の観点も踏まえ、「工事に係る発注の見通し

に関する事項の公表について」（平成１３年３月３０日付け国官会第１４２８号、

国地契第２５号）及び「建設コンサルタント業務等に係る発注予定情報の公表につ

いて」（平成７年４月１７日付け建設省厚契発第１６号、技調発第７５号、営建発

第３４号）に基づき、補正予算成立後速やかに公表することを徹底すること。

(4) 総合評価落札方式における適切な評価項目の設定

平成２８年度第３次補正予算による工事の発注においては、地域企業の活用にも

配慮することが求められるところ、急激な受注増加は技術者の体制等が脆弱になる

ことが懸念されることから、総合評価落札方式における評価項目の設定に当たって

は、手持ち工事量を評価項目として設定するなど、品質確保・品質向上の観点にも

十分留意すること。


